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新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の 

防止等の徹底について（通知） 

 

 

 

 別添写しのとおり、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長から新型

コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見や差別の防止等の徹底について

通知がありました。 

ついては、通知の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る不当な差

別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等の行為は重大な人権侵害であるとの認識

を基に、令和２年３月６日付け２教学第 313 号「新型コロナウイルス感染症に

係る人権教育について」にも留意し、人権に十分配慮した行動をするよう、所

属教職員、児童生徒に対し指導を徹底してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 学校教育課人権教育室 

電 話 075-414-5822 

                           






